
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
譲
渡
等
の
特
例
の
手
続
に
関
す
る
省
令

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
譲
渡
等
の
特
例
の
手
続

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
譲
渡
の
申
請
）

第
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
必
要
な
医
薬
品
、
医

療
機
器
、
個
人
防
護
具
そ
の
他
の
物
資
及
び
資
材
（
以
下
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
医
薬
品
等
を
管
理
す
る
物
品
管
理

官
等
（
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
物
品
管
理
官
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
分
任
物
品
管
理
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

三
　
譲
渡
を
必
要
と
す
る
理
由

四
　
そ
の
他
必
要
と
な
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
が
無
償
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
等
の
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
申
請
書
を
徴
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
が
時
価
よ
り
も
低
い
対
価
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
後
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
口
頭
に
よ
る
申
請
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
譲
渡
の
承
認
）

第
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
書
を
申
請
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
譲
渡
す
る
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

二
　
譲
渡
目
的

三
　
譲
渡
期
日
及
び
引
渡
場
所

四
　
前
条
第
三
項
の
場
合
に
は
、
譲
渡
価
額

五
　
譲
渡
に
際
し
て
条
件
を
付
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
条
件

（
受
領
書
の
提
出
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
等
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
等
の
譲
渡
を
受
け
た
者
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
受
領
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
　
譲
渡
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

二
　
譲
渡
条
件
に
従
う
旨

（
貸
付
の
申
請
）

第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
等
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
医
薬
品
等
を
管
理
す
る
物
品
管
理
官
等
を
経

由
し
て
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
事
後
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
口
頭
に
よ
る
申
請
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

三
　
使
用
目
的
及
び
使
用
場
所

四
　
借
受
け
を
必
要
と
す
る
理
由

五
　
借
受
希
望
期
間

六
　
そ
の
他
必
要
と
な
る
事
項

（
貸
付
期
間
）

第
五
条
　
医
薬
品
等
の
貸
付
期
間
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
貸
付
条
件
）

第
六
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
等
を
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
付
医
薬
品
等
の
引
渡
し
、
維
持
、
修
理
及
び
返
納
に
要
す
る
費
用
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
貸
付
け
の
性
質
に
よ
り
こ
れ
ら
の
費
用
を
借
受
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
場
合
を
除
き
、
借
受
人
に
お
い
て

負
担
す
る
こ
と
。

二
　
貸
付
医
薬
品
等
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
し
、
そ
の
効
率
的
使
用
に
努
め
る
こ
と
。

三
　
貸
付
医
薬
品
等
に
つ
い
て
修
繕
、
改
造
そ
の
他
貸
付
医
薬
品
等
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
軽
微
な
修
繕
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

四
　
貸
付
医
薬
品
等
に
投
じ
た
改
良
費
等
の
有
益
費
は
請
求
し
な
い
こ
と
。

五
　
貸
付
医
薬
品
等
は
、
転
貸
し
、
又
は
担
保
に
供
し
な
い
こ
と
。

六
　
貸
付
医
薬
品
等
は
、
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
な
い
こ
と
。
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七
　
貸
付
医
薬
品
等
に
つ
い
て
使
用
場
所
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
特
に
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
指
定
し
た
場
所
以
外
の
場
所
で
は
使
用
し
な
い
こ
と
。

八
　
貸
付
医
薬
品
等
は
、
貸
付
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
指
定
の
場
所
に
お
い
て
返
納
す
る
こ
と
。

九
　
借
受
人
が
貸
付
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
に
従
っ
て
貸
付
医
薬
品
等
を
返
納
す
る
こ
と
。

十
　
厚
生
労
働
大
臣
が
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
貸
付
期
間
満
了
前
に
返
納
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
貸
付
医
薬
品
等
を
返
納
す
る
こ
と
。

十
一
　
貸
付
医
薬
品
等
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
詳
細
な
報
告
書
を
物
品
管
理
官
等
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
原
因
が
天
災
、
火
災
又
は

盗
難
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
亡
失
又
は
損
傷
の
事
実
を
証
す
る
関
係
官
公
署
の
発
行
す
る
証
明
書
を
当
該
報
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
。

十
二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
、
貸
付
医
薬
品
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
実
地
調
査
を
行
い
、
若
し
く
は
所
要
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
医
薬
品
等
の
維
持
、
管
理
及
び
返
納
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
応

ず
る
こ
と
。

２
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
貸
付
の
承
認
）

第
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
書
を
申
請
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
貸
付
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

二
　
貸
付
期
間

三
　
貸
付
目
的

四
　
貸
付
期
日
及
び
引
渡
場
所

五
　
使
用
場
所

六
　
返
納
期
日
及
び
返
納
場
所

七
　
時
価
よ
り
も
低
い
対
価
で
貸
し
付
け
る
場
合
は
、
貸
付
料
の
額

八
　
貸
付
条
件

（
借
受
書
の
提
出
）

第
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
等
を
貸
し
付
け
た
と
き
は
、
当
該
医
薬
品
等
の
借
受
人
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
借
受
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
貸
付
医
薬
品
等
の
品
名
及
び
数
量

二
　
貸
付
期
間

三
　
返
納
期
日
及
び
返
納
場
所

四
　
貸
付
条
件
に
従
う
旨

（
貸
付
医
薬
品
等
の
亡
失
又
は
損
傷
）

第
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
借
受
人
が
貸
付
医
薬
品
等
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
亡
失
又
は
損
傷
が
借
受
人
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
借
受
人
に
そ
の
負
担
に
お
い
て
補
て
ん

さ
せ
、
若
し
く
は
修
理
さ
せ
、
又
は
そ
の
損
害
を
弁
償
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
譲
渡
等
の
特
例
の
手
続
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
三
月
十
四
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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